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２０２６年２月支部総会のメイン講師が決定しました！ 

 

三牧聖子先生 

（同志社大学大学院グローバル・スタディーズ 研究科教授） 
 
今年の参議院選で、金権政治への批判を受けて自公政権（当時）は過

半数を割りましたが、「日本人ファースト」を謳う政党が躍進し、高市

政権が誕生する結果となりました。同政権のもと、米政権の意向を汲ん

だ軍拡の前倒しや、台湾についての「存立危機事態」発言を契機とした

中国との関係悪化が進んでいます。このような日本と世界をとりまく深刻な状況に自由法曹団がど

のように対峙してゆくか、悩みと模索の最中にあります。 

そこで、著書「Ｚ世代のアメリカ」「アメリカの未解決問題」において、米国の政治・社会状況に

鋭く切り込んでおられる三牧先生に、「アメリカと日本の現在 ～私たちの希望はどこにあるか」

（仮題）につきご講演いただくことになりました。ぜひご予定ください。 
 

【総会概要】 
日時 ２０２６年２月２０日（金）１３時～２１日（土）１２時 
場所 ＫＫＲホテル熱海（国家公務員共済組合連合会熱海共済会館） 

静岡県熱海市春日町７－３９ ＪＲ熱海駅から徒歩圏内 

●２０２６年２月支部総会のメイン講師が決定のお知らせ 

●２０２５年ソフトボール大会開催のご報告・・・・・・・・・東京合同法律事務所 小河 洋介 

●１２月拡大幹事会 学習会のお知らせ 

●河合塾ユニオン、書記長佐々木さんの契約非締結・団交拒否事件で完全勝訴（２） 

～講師職への復帰と中間収入の控除なきバックペイを実現する完全勝利！～ 

・・・・・・・・・・・・・・・中野すずらん法律事務所 久保木 亮介 

●震災復興関連業務で公務災害認定～逆転勝訴の東京高裁判決が確定～ 

・・・・・・・・・・・・・・・東京法律事務所 中川 勝之 
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 事務局次長 小河 洋介（東京合同法律事務所） 

２０２５年ソフトボール大会が１０月２４日（金）に大井ふ頭中央海浜公園にて開催されました。 

 今年は８チームの参加があり、４チームごと２グループによる予選を行い、順位決定戦を実施し

ました。 

 

しかし、予選最終試合の途中で雨が降り始め、グ

ラウンドがぬかるみ滑りやすくなったことから、安

全性を考慮して、やむなく、大会については異例の

降雨中止となりました。 

これにより予選最終試合も途中で中止となり、順

位決定戦も未了のまま大会自体は幕を閉じてしま

いました。なお、途中で中止となった予選最終試合

については、各コートの審判の裁量により試合の裁定（各チーム９人勝ち抜きジャンケン、ドラコ

ン３本勝負など）が行われました。 

 

大会終了後の表彰式兼懇親会は、例年通り会場内食堂で行う予定でしたが、食堂担当者の計らい

で時間を繰り上げて表彰式兼懇親会を開催できましたので、順位決定戦を急遽行うことになりまし

た。順位決定戦は、異例の開催ということもあり、その方法について私は全くアイデアがなく、会

場参加者から方法を募ったところ、「ジャンケン」、「あっち向いてホイ」といった極めてシンプル

かつ公平な対戦方式が挙げられましたので、即採用し、各チーム代表者による熱い「ジャンケン」、

「あっち向いてホイ」対決が繰り広げられました。また、優勝決定戦は、参加景品の中に入ってい

た「黒ひげ危機一髪」を用いた対決となり、こちらも大変な盛り上がりを見せ、最終的に東京法律

事務所が優勝を飾りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５年ソフトボール大会開催のご報告 
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最終順位は次の通りです。 

１位 東京法律事務所 

２位 東京南部法律事務所 

３位 埼玉労働弁護団、中野すずらん法律事務所合同チーム 

４位 東京合同法律事務所 

５位 東京東部法律事務所 

６位 旬報法律事務所 

７位 城北法律事務所、渋谷共同法律事務所合同チーム 

８位 ひめしゃら法律事務所 
 

本年度は雨天中止というイレギュラーな大会となってしまいましたが、例年より多くの方にご参

加いただけたように見えました。来年度も多くの皆様のご参加をお待ちしております。 
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１２月の拡大幹事会では、選択的夫婦別姓を取り上げます。 

 

高市早苗首相は、選択的夫婦別姓に明示

的に反対して通称使用の拡大を主張してい

ます。 

通称併記を推進する政策のもとでの最新

の議論状況と、選択的夫婦別姓の実現に向

けた運動について、第一人者である井田奈

穂氏にご講演いただきます。 

ぜひご参加ください。 

 

＜講師プロフィール＞ 

一般社団法人あすには 

代表理事 井田 奈穂 
 

企業広報、ライターとしての活動の傍ら、再婚での改姓をきっかけに、２０１８年選択的夫婦別

姓の法制化を目指す当事者団体を創設。 

２０２３年法人化し、現職。１，０００人を超えるメンバー登録者、経済・法曹団体などと地方
議会・国会へのロビー活動を協働。２０２４年国連女性差別撤廃条約に基づく日本審査にＮＧＯと

して参加、４度目のより強い改善勧告につなげた。 

同年、FORBESJAPAN「いま注目の NPO５０」に選出。２０２５年６月１７日衆議院法務委員会で

参考人意見陳述。共著に「選択的夫婦別姓は、なぜ実現しないのか？：日本のジェンダー平等と政

治」（花伝社） 

 

 

 

 

 

  

１２月拡大幹事会 学習会のお知らせ 

「＜最新情勢＞選択的夫婦別姓の実現に向けて」 

公式 HP はこちら 

https://asuniwa.org/ 

https://asuniwa.org/
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久保木 亮介（中野すずらん法律事務所） 

＜こちらの記事は支部ニュース１０月号掲載の続きになります。＞ 

 

 前号掲載の（１）では、①河合塾ユニオンの佐々木さんの労働者性、②河合塾の不当労働行為（佐々

木さんとの講師契約の不締結、団交拒否等）が地労委、中労委で認められ、③原職復帰と中間収入

の控除なしバックペイを内容とする地労委の救済命令が中労委でも維持されたところまでを紹介し

ました。前号もぜひご覧ください。 

 

 

取消訴訟における争点と佐々木さん・竹中

委員長の尋問実施 

労働委員会の救済命令の内容の適法性が

訴訟において争われる場合の判断基準については、第二

鳩タクシー事件最高裁判決があります（組合役員ら６名

が解雇された事件。最判昭和５２．２．２３）。 

同判決は、（１）法が救済命令の内容につき労働委員会に広い裁量権を与えた趣旨に照らし、裁

判所は労働委員会の裁量権を尊重し、裁量権の行使が法の趣旨に照らして是認される範囲を超え、

又は著しく不合理であって濫用にわたらない限り、当該命令を違法とすべきではない、（２）解雇

に対する救済命令の内容は、①被解雇者の個人的被害と②組合活動一般に対する侵害も考慮して、

それを除去、是正して正常な集団的労使関係秩序を回復、確保するという観点からも具体的に決定

されなければならない、と判示しています。 

河合塾が中労委を被告として取消訴訟（東京地裁）でも、上記最高裁の判断基準に従い、不当労

働行為（契約非締結と断交拒否）により生じた①佐々木さん個人の被害の内容・程度と、②河合塾

ユニオンの活動に対する侵害の内容・程度が争点となり、佐々木さん自身と竹中委員長の尋問が実

施されました。 

 前述の最高裁は、労働委員会には広い裁量権があるとしつつも、結論としては地労委の救済命令

のバック・ペイを命じた部分を取消した地裁・高裁を支持し中労委の上告を棄却しており、その後

も①個人の被害と②組合活動の侵害につき過小評価する裁判例も少なくありません。本件でも油断

はできず、①個人的被害、②組合活動の侵害のいずれについても具体的なエピソードを挙げ迫真性

を高めるよう、陳述書作成や尋問の準備を周到に行いました。 

佐々木さん個人の被害について 

 契約不締結により河合塾の仕事を失った佐々木さんは、組合書記長としての活動をつづけながら、

生活を繋ぐために予備校あるいは塾での仕事を懸命に探しました。しかし、佐々木さんの契約非締

河合塾ユニオン、書記長佐々木さんの契約非締結・団交拒否

事件で完全勝訴（２）～講師職への復帰と中間収入の控除な

きバックペイを実現する完全勝利！～ 

９月２５日 厚労省での記者会見。 

左から佐々木さん、竹中委員長、代理人藤原弁護士、久保木。 
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結は予備校・塾業界で広く知られており、大手・中堅の予備校は言うに及ばず、個人指導の進学塾

への就職さえも困難を極めました。２０１５～１７年までは無職・無収入の状態が続き、親族から

の援助や自身の貯金で生活を維持しなければならず、もっとも収入のあった２０１８年も、契約非

締結前の年収の６割に過ぎませんでした（河合塾は、この６割の収入につき、河合塾勤務時の収入

と「遜色ない」という、呆れるしかない主張を展開しました。）。 

ようやく個人指導の塾の仕事に就いた後も、集団事業と異なる個別指導には時間と労力を要し、

キャンセルも頻繁で安定的な収入には程遠い状況が続きました。 

これらの経緯については、佐々木さん自身が法廷で克明に証言しました。準備書面ではひどい主

張を展開した河合塾も、反対尋問では佐々木さんの窮状に疑いを投げかける質問を何らせず、短時

間で終了しました。事実に基づく佐々木さんの証言が、河合塾を圧倒したといえます。地裁・高裁

が「法人での委託契約講師としての業務と比較して、より重い精神的、肉体的負担を伴うものであ

った」と認定したのは、当然のことでした。 

不当労働行為が組合に与えた深刻な打撃について 

契約不締結等の不当労働行為が河合塾ユニオンの組合活動に与えた深刻な打撃についても、佐々

木さんさらには竹中委員長が、不当労働行為があった平成２６年には新規加入者がなく、同年以降、

発足以来一人もいなかった退会者が毎年出るようになったこと、九州地区の組合員がいなくなって

しまったこと、組合員が佐々木さんと同様の対応を受けることを恐れて公然化を躊躇し、本件組合

への加入の勧誘や広報等の活動を担うことができなくなっていること等を詳細に証言しました。竹

中委員長は、授業やそのための準備の合間を縫って、自分が授業を受け持っていない校舎にも出か

け、組合の掲示スペースに、佐々木さんの事件や他の組合員の労働条件切り下げ（コマ減）との闘

いを知らせるビラやチラシを掲示するため、奔走する日々を送ってきたことを、克明に証言しまし

た。 

 この争点にいても、河合塾代理人からは具体的な反対尋問は何もありませんでした。 

地裁・高裁とも「法人に対するバックペイの支払命令が佐々木書記長の中間収入を控除しない内

容であることをもって、救済の判断において合理性を欠くということはできず、労働委員会に認め

られた裁量権の限界を超えた違法があるとはいえない」と判断しました。 

終わりに 

裁判所で勝利する（労働委員会の救済命令に裁量権の逸脱はないとの判断を得る）前に、組合が

根絶やしにされ一人もいなくなってしまった事案も少なくありません。本件では、河合塾ユニオン

が活動を維持し、公然化はできないまでも佐々木さんの闘いを支援する多くの組合員や組合員ＯＢ

の方々と共に、最終的な勝利を迎えることができたのは、何よりでした。勝訴確定後、組合の仲間

が増えたという嬉しいニュースもありました。 

労働組合法上の労働者であると認めさせることを突破口に、不当労働行為の救済命令を得ること

で、原職復帰という最も望ましい結果をかちとった本件は、業務委託形式で働く多くの労働者に希

望を与えるものといえます。 

東京地裁の判決と解説が労働判例Ｎｏ１３１２号に掲載されており、これが本件事案と争点を理

解する上で最適ですので、ぜひ多くの皆さんに知って頂くことを希望します。 
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中川 勝之（東京法律事務所） 

１ はじめに 

尾林芳匡団員（八王子合同法律事務所）とともに訴訟から受任した公務外認定処分取消請求事件

について、敗訴の東京地裁判決（民事第３３部合議ろＢ係、裁判長裁判官角谷昌毅・裁判官金納達

昭・裁判官大門真一朗）を取り消した逆転勝訴の東京高裁判決（第２２民事部ロは係、裁判長裁判

官谷口豊・裁判官増田吉則・裁判官富岡貴美）が確定したので、報告する。 

 

２ 当事者 

控 訴 人（原告） 元渋谷区職員（現在６２歳）、震災復興支援を志願 
被控訴人（被告） 地方公務員災害補償基金（処分庁 同東京都支部長） 

 

３ 事案の経緯 

２０１６年 ４月 １日 福島県いわき市に派遣、家屋評価の業務に従事 

２０１６年１０月    家屋評価システム変更 

２０１７年 ２月６日頃 うつ病発症 

２０１７年 ３月３１日 派遣終了 

２０１８年１０月１０日 公務上認定請求 

２０１９年１１月２９日 公務外認定 

２０２０年 ８月２４日 審査請求棄却・到達 

２１２１年 ２月１９日 提訴 

２０２４年 ５月１３日 証人尋問 

２０２５年 １月２７日 東京地裁判決 

２０２５年 ９月２４日 東京高裁判決、後に確定 

 

４ 訴訟の経緯・主張立証等 

（１）東京地裁 

ア 精神障害の公務起因性を判断するための基準として認定基準及び運用基準が策定されてお

り、行政段階ではその該当性を主張立証することになるが、訴訟においては認定基準及び運用

基準の内容を参考にしつつ、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断することになる。 

イ 行政段階で発症直前の１か月の時間外勤務が９０時間１５分と認められていたので、この時

間数を可能な限り増やすこととその時期の質的に過重な業務の状況、さらにはいわき市への派

遣に伴う業務内容の変化による精神的負荷、同僚職員の自死による精神的負荷を主張立証する

ことを目指した。すなわち、通常の労災でいうところの、１００時間＋「中」→「強」を目指

震災復興関連業務で公務災害認定 

～逆転勝訴の東京高裁判決が確定～ 
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した。 

ウ 出勤管理はＬＧＷＡＮ端末へのログオンによって行われていたが、退勤管理はそれによらず、

時間外勤務がある場合は超過勤務命令簿への記入が必要であった。訴訟提起後、行政文書開示

によって出勤の際のログオン時刻を把握し、通常は８時３０分より早く、８時２０数分であっ

た。 

エ 家屋評価システム端末のアクセスデータ等も行政文書開示によって把握したものの、その最

終時刻は超過勤務命令簿の終業時刻より早かった。そのため、発症直前の１か月を含む３か月

の時間外勤務について、超過勤務命令簿の終業時刻が２２時の日は２３時が、２３時の日は２

４時が実態である等という従前からの主張を繰り返した。根拠は上司が時間外勤務を２２時ま

でに制限した、あるいは１か月の時間外勤務を１００時間に制限したというものであり、それ

らに沿う複数の当時の職員の回答（当局調査）があった。 

オ 他には、家屋評価の業務のうち、主従２人のペアで現地調査に行く日は休憩は３０分しか取

得できないと主張した。 

カ 結果として、東京地裁では、始業時刻はログオン時刻ではなく、所定の８時３０分、終業時

刻は超過勤務命令簿の終業時刻、休憩は午前及び午後に５件以上の現地調査があった日は３０

分（その余１時間）と判断され、発症直前の１か月の時間外勤務は９５時間４８分と認定され

た。 

キ 業務実態の把握のため、家屋評価事務取扱要領、現場調査マニュアル等の他、成果物たる評

価対象家屋について、使用等された図面等も行政文書開示によって取得し、これらに基づいて

現地調査を始めとする家屋評価の業務実態を主張立証した。 

ク 同僚職員の自死とは、同じ家屋係の１年目の新入職員が原告を超える長時間勤務に従事し、

２０１７年２月４日（推定）、縊死したものである。その職員の時間外勤務時間数等は求釈明

を通じて把握し、原告の業務実態の補充を主張立証し、また、前記自死による精神的負荷を主

張立証した。 

ケ 証人尋問は、原告本人の他、同じ派遣職員であった地方公務員（派遣後は従前からの自治体

で勤務）について実施し、業務実態を具体的に立証した。 

コ 証人尋問を踏まえた最終準備書面を当事者双方が提出し、当初の判決言渡し日２０２４年１

１月７日が２０２５年１月１６日、同月２７日と延期となったが、敗訴判決であった。 

（２）東京高裁 

ア 高裁においては、控訴理由書と若干の甲号証を提出しただけで、控訴人本人の再度の尋問は

申請しなかった。 

イ 控訴理由書では、冒頭に令和７年３月７日最高裁判決、特に三浦守補足意見全文を引用して

「前記最高裁判決の補足意見が言及した過重性の判断のための行政基準について、斟酌するこ

とは許されるがこの行政基準に該当しないからといって形式的に過重性を否定してはならない

という当然のことが本件では履行されていないのである」と主張した。 

ウ いわゆる一回結審となったが、高裁の裁判長は「微妙」である旨法廷で告げていた。 

エ 高裁において、逆転勝訴判決となったが、裁判所の判断は次のとおりであった。 

①（３）いわき市への派遣に伴う業務内容の変化による精神的負荷－①「人事異動等により急激か
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つ著しい職務内容の変化を伴う業務に従事した場合」該当性 

この点については、いわき市派遣から疾病の発症時との間に「相当な時間的懸隔がある」、１

０月に家屋評価システムが変更されたものの「研修が実施された上、詳細なマニュアルが整備さ

れ、不明点があれば他の職員に相談しながら作業を進めていた」こと等からいわき市派遣とシス

テム変更を「一体的に評価したとしても、これらの点のみでは、控訴人に過重な精神的負荷を生

じさせるものとはいえず」「『人事異動等により急激かつ著しい職務内容の変化を伴う業務に従

事した場合』に該当するものとは認めることはできない」として、高裁は地裁と同様、①非該当

の判断をした。 

②長時間勤務による精神的負荷－②「発症直前の１か月以上の長期間にわたって、質的に過重な業

務を行ったこと等により、１か月当たりおおむね１００時間以上の時間外業務を行ったと認めら

れる場合」該当性 

  この点については、「いわき市では、控訴人を含む他の自治体からの派遣職員の出勤時間の管

理は、ＬＧＷＡＮ端末へのログオン時刻を記録する方法により行われていたところ、…控訴人は

…午前８時３０分よりも数分前に出勤してＬＧＷＡＮ端末にログオンしていることが認められ

る。」「このような控訴人の出勤態様からすれば、控訴人は始業時刻に直ちに業務を開始するた

めの準備として行っていたものと推認され、いわき市もこのような労務実態を容認していたもの

と解される」「超過勤務時間の認定との関係では、ＬＧＷＡＮ端末へのログオン時刻をもって控

訴人の始業時刻と認定するのが相当である」として、地裁は所定の午前８時３０分を始業時刻と

認定していたものの、高裁は午前８時３０分よりも数分前のＬＧＷＡＮ端末へのログオン時刻を

始業時刻と認定した。 

  その結果、地裁は１か月の時間外労働時間数を９５時間４８分と認定していたが、高裁は「本

件疾病発症前３か月で６５時間５３分、２か月で３４時間５分、１か月（平成２９年１月６日（注：

７日の誤記と考えられる）から同年２月５日まで）で９７時間２１分となる」「本件疾病の推定

発症時期が同年２月６日頃と幅のある診断であることを踏まえ、その直前の就労日までの期間（同

年１月５日（注：６日の誤記と考えられる）から同年２月４日までの１か月間）について検討す

れば、控訴人の時間外労働時間数はおおむね１００時間を超えるものであったことを認めること

ができる」と判断した。時間を増やしただけでなく、期間を調整したのである。 

  また、本件疾病を発症する直前の対象期間における家屋評価及び賦課事務への従事については、

「いわき市への派遣前には固定資産税の家屋評価及び賦課事務に従事した経験はなく、平成２８

年１０月に変更された家屋評価システムを自在に使いこなせる状態でもなかった上、」「繁忙期

における当該事務への対応は全く初めてであったところ、これらの事情も上記の精神的緊張の背

景にあったといえる。そして、本件疾病の発病前３か月の時間外労働時間は別紙労働時間集計表

のとおりであり、上記の繁忙期の前後から事務量が急激に増加し、終業時刻が深夜の２２時に及

ぶことも頻繁に見られるようになっている。」「以上の事情を総合的に評価すれば、控訴人は、本

件疾病の発症直前の１か月以上の長期間にわたって、質的に過重な業務に従事したと認めるのが

相当である。」と判断した。 

③ 同僚職員の自死による精神的負荷－③「「人の生命にかかわる事故への遭遇」該当性 

  この点については、「同僚職員の自死に遭遇したこと自体は、客観的に見て直ちに本件疾病を
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発症させるほどの精神的負荷を与えるほどの強度のものであったとはいい難い」「もっとも」と

して、「原告は、①原告は、本件同僚職員が自死する前の最後の出勤日である平成２８年２月３

日（金）の夜に本件同僚職員よりも先に退勤する際、本件同僚職員の様子に異常を感じていたも

のの、自身も疲れていたため「先に帰るね」と一声掛けるだけで帰宅してしまったことに自責の

念を感じ、②原告の担当案件５件が本件同僚職員に割り替えられたことにも責任を感じている旨

主張し、本人尋問において同旨の供述をしている。」「これらの控訴人の供述によれば、控訴人

は、同じ事務を担当する職員として、本件同僚職員が自死する直前にこれを支援する機会があり

ながらできなかったことについて強く責任を感じていたことが認められ、控訴人自身も本件同僚

職員と同様に長時間勤務等による精神的緊張を強いられる状況にあったことも踏まえると、控訴

人が本件同僚職員の自死に遭遇したことが本件疾病発症に寄与していることは否定し難い」と判

断して、地裁と同様、③非該当の判断をしつつも、本件疾病発症に寄与と評価した。 

④総合評価 

  以上を踏まえて、高裁は、「いわき市への派遣に伴う業務内容の変化等については、そのこと

のみでは、本件疾病発症前のおおむね６か月の間に業務により強度の精神的又は肉体的負荷を与

えるものとは認められないが、長時間勤務による精神的負荷及び本件同僚職員の自死による精神

的負荷は、いずれも本件疾病の発症前のおおむね６か月間に生じたもので、一定程度の精神的負

荷を与えるものであると認められる。そして、これらは本件疾病の発症と近接した時期に重畳的

に発生したものであり、総合的に評価すれば、客観的にみて本件疾病を発症させる程度の精神的

負荷を与えるものということができるから、控訴人が従事していた公務と本件疾病との間には相

当因果関係が認められる。」と判断して、公務起因性を否定した本件処分は違法で取り消すのが

相当として、地裁判決を取り消し、公務外認定処分を取り消した。 

 

５ 感想 

（１）労働時間以外、事実認定は地裁と高裁で変わらず、ログイン時刻をあえて始業時刻と認めな

かった地裁＝労働専門部が本来はログイン時刻を始業時刻と認める等した上で、総合評価により

救済すべきであった事案と考える。 

（２）地裁での２度の判決言渡し延期を良い方向で判決を待ったが、結果的に敗訴判決で、高裁の

裁判長の「微妙」との発言があったものの、期待できなかった。 

（３）控訴人（原告）記載の超過勤務命令簿に記載された終業時刻（２２時）よりも１時間遅い、同

命令簿には１００時間までしか記載できなかった等の主張については、再度整理して控訴理由書

で一覧表にして主張したが、認められなかった。総合評価には影響があったと考えるが、客観的

証拠を可能な限り追及する重要性を再認識した。 

以上 
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＜物故団員＞ 

 １１月１４日 小澤年樹 団員 ４７期 千川法律事務所 享年６３歳 

謹んでお悔やみ申し上げます 


